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しよう しやしゅうしょくしだくきん
おだわらし

障がい者就職寅唐金のご案 ⑮内Ｉ
小田原市

しよう かたいつばんしゆうろうさいひつようしなものこうにゆうあ した<きんしきゅう

障がいのある方が､一般就労する際'こ必要となる品物の購入'こ充てるため､支度金を支給しています。
へいせt,、ねんがつ いちぷたいしょうようけんか

※平成23年４月力､ら－－部対象要件が変わりました。

しゆうしょくかいしやかげついじようけいぞくこようきかんのぞこようみこつぎ

就職した会社|こ6ケ月以上継続(トライアル雇用の期間を除く)して雇用される見込みのある次の２
よ う け ん み か た し ゆ う し よ く し た くきんしきゅう

つの要件を満たす方Iこ就職支度金を支給します。

２就労移行支援事業又は就労継続支援事業を経由して就職した方(65歳未満の方に限る）

‘障害者職業能淵縦卒業……歳末満脈限㈲鞠１１級～4級の身体障害者手帳をお持ちの方

３１級又は2級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

４発達障がいにより日常生活又は社会生活に制限があると医師に診断された方灸

雲雲誇
したくきんきんがく

●支度金の金額は。。“
えん

因２０，０００円です。

しんせいぼうぼう

●申請方法は・・・
しゆうしょくひかげついないひつようしよろいそおだわらし:やくし上しようふくしかまどぐちばんしんせL，

因就職した日から6ケ月以内に必要書類を添えて､小田原市役所障がい福祉課(窓口１３番)で申請
してください。

ひつようしよるい

(必要書類）
おだわらししようがいしゃしゆうしよくしたくきんしきゅうしんせいしよせいきゅうしよ

●小田原市障害者就職支度金支給申請書･請求書

しゆうしよくしようめいしよ

｡就職証明書
しんたL,しょうぶいしゃてちようりよういくてちようせいしんしょうがいしゃぼけんふくしてちよう

･身体障害者手帳､療育手帳､精ﾈ申障害者保健福祉手帳
はったっしようかたいししんだんしよいけんしょとう

◇発達障がいの方Iま､医師の診断書･意見害等
みとめいん

●認印

よきんつうちようこうざばんごうわしよるい

◇預金通帳(口座番号の分力､る書類）
たしょうがいふくし じ ゆ き ゅ う し や し よ う そ つ ぎ よ う し ゆ う り ょ う しようめいしよ

●その他(障害福祉サービス受給者証､卒業(終了)証明書など）
しよるいしようふくしか

※書類は、障がい福祉課Iこあります。

〒２５０－８５５５

小田原市荻窪300番地

小田原市福祉健康部障がい福祉課

ちゅうい

【ご注意】
したくきんしきゆう かい

支度金の支給は､１人１回のみです。

おだわらししよう ふくしか

小田原市障がい福祉課

とあさき

問い合わせ先：0465(33)1４６７

電話０４６５(33)１４６７
FaxO465(33)1３１７


